
 

 

出産後、体調や育児に不安や心配のあるお母さんが安心して子育てできるよう、宿泊や通所、助産師の

訪問によりお母さんの心身のケアや育児サポートが受けられる事業を行っています。 

 

【対象者】 

　北方町に住民票がある生後 1 歳未満の赤ちゃんとお母さんで、次の項目に当てはまる方 

・お母さんの体調や育児に不安がある 

・ご家族などからサポートが受けられない 

・専門的な医療が必要でない 

 

【ケア内容】 

・お母さん及び赤ちゃんに対する保健指導及び授乳指導 

・お母さんに対する心理的ケアやカウンセリング 

・育児に対する指導や育児サポート 

 

【利用の流れ】※妊娠中からの申請も可能です。２回目以降利用する場合も必ず事前連絡が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】北方町保健センター 北方町高屋石末 1 丁目 10 番地 8:30～17:15（土日祝日を除く） 

電話：058-323-7600　、発信用携帯：070-3327-0259　       ［更新日：R８.４.1］ 

①　保健センターへ電話連絡　利用希望の１～２週間前までにご連絡ください。 
　電話　０５８－３２３－７６００ 
 次の内容をお伺いします。 

・利用を希望するサービス、希望施設（裏面参照）、日程 

・お母さんと赤ちゃんの体調や育児の状況、ご家族のサポート状況　等

　町が施設に連絡調整をし、ご連絡します。 

②　申請書を記入し保健センターへ提出 

（オンラインまたは書面で可能）オンライン申請はこちらからF 

 

利用が決定した場合は、「北方町産後ケア事業利用決定通知書」と「北方町産後ケア事業予約

票（利用票）」を発行します。

③　産後ケアの利用 

　「北方町産後ケア事業利用決定通知書」を利用施設に提示し、産後ケアを利用してください。 

　利用後、利用料金を施設に支払ってください。



 

 

 

 

＊施設によってご利用いただける赤ちゃんの月齢は異なります。 

＊施設の空き状況等により、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。 

＊準備していただく日用品については、基本的に全て持ち込みですが、利用施設にご確認ください。ミ

ルク、おむつなど別途費用負担が生じることがあります。 

　＊多胎児加算の利用料金は、多胎で出産した乳児の 2 人目以降の 1 人が利用した泊数、日数、又は回

数に応じて加算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(順不同)

課税世帯
非課税世帯・
生活保護世帯

多胎児加算

訪問型
ご自宅や里帰り先（県内）に助産師
（岐阜県助産師会）が訪問
※乳房マッサージや育児技術指導等

5回以内
１回　1,670円
（2時間以内）

１回　830円
（2時間以内）

0円

通所型

・いとうレディースケアクリニック
・石原産婦人科
・岩砂病院・岩砂マタニティ
・大塚レディスクリニック
・おおのレディースクリニック
・おぐら産科婦人科クリニック
・あいレディースクリニック
・操レディスホスピタル
・宮﨑千惠婦人科クリニック
・いびレディースクリニック
・もりレディースクラブクリニック

5日以内
1回　2,500円
（7時間以内、

昼食付）

1回　1,250円
（7時間以内、

昼食付）
1回　500円

宿泊型

・いとうレディースケアクリニック
・石原産婦人科
・岩砂病院・岩砂マタニティ
・大塚レディスクリニック
・おおのレディースクリニック
・おぐら産科婦人科クリニック
・あいレディースクリニック
・操レディスホスピタル
・いびレディースクリニック
・もりレディースクラブクリニック

6泊7日以内

1泊2日　5,000
円

（24時間以内、
３食付）

1泊2日　2,500
円

（24時間以内、
３食付）

1泊2日　1,000
円

利用料金（利用者負担額）
種類 実施場所（実施機関） 利用可能日数

【例】通所型の場合　（7時間以内、昼食付）

10:00 — 12:00 — 17:00
入所 昼食 退所

【例】宿泊型の場合（24時間以内、3食付）

10:00 — 12:00 — 18:00 — 20:00 — 翌日7：30 — 10:00
入所 昼食 夕食 就寝 朝食 退所

　　　　　各種ケアや相談指導 各種ケアや相談指導

　　　各種ケアや相談指導


